
重要事項説明書 

 

 あなたに対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき内

容は次のとおりです。 

 

１．事業者等概要 

事業者名 医療法人 仁徳会 

 事業所名  仁徳会訪問看護ステーションのぞみ 

 事業所の所在地 総社市駅前１丁目６－１ 

 代表者名 理事長  森下 紀夫 

 介護保険事業所番号 ３３６０８９００３６ 

 事業所電話番号 ０８６６－９４－５７３３ 

 

２．事業の目的と運営方針 

（事業の目的） 

  病気やけが等により、家庭において継続して療養・介護を受ける状態にあり、主治医が訪

問看護の必要を認めた方に対し、看護師等が訪問して、看護サービス（一部リハビリ訓練）

を提供します。この事業は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の意思を尊重し、生活

の質の確保を重視して、健康管理、日常生活動作の維持・回復を図り、快適な在宅療養が維

持できるように支援することを目的とします。 

（運営の方針） 

  事業の実施に当たっては、関係市町村や地域の居宅介護支援事業所・居宅サービスとの密

接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。また、緊急の出来事にも

柔軟に対応できる体制を整備します。 

 

３．事業所の職員体制 

 看護師 2.5人以上 

  理学療法士もしくは作業療法士 4人以上（非常勤） 

 事務職員 1人 

 

４．営業時間・訪問実施地域 

 営業日     月曜日～金曜日、 

         ただし、土・日・祝日、12/29～1/3、8/12～15 休業日 

 営業時間      8時30分～17時15分 

 訪問実施地域  総社市・倉敷市（真備地区） 

 

５．職員の指名及び変更  

当事業所は、利用者及びその家族からの看護師の指名はお受けできません。しかしなが

ら、利用者が安心して訪問看護サービスを利用していただくため、事業所が変更を拒む正

当な理由がない場合は相談に応じます。 

 

６．キャンセル料  

 キャンセル料は、いただきません。 



７．訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問 

「理学療法士等による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーショ

ンを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであることから、当

該事業所の看護職員による訪問による評価がなされていない利用者については、速やかに当

該事業所の看護職員の訪問により利用者の状態の適切な評価を要するものとする。」との規

定により、仁徳会訪問看護ステーションのぞみによるリハビリ中心の訪問看護の利用者に対

し月 1 回もしくは 3 ヶ月に 1 回の看護師による訪問を行うこととします。 

 

８．身分証の携帯義務 

  訪問看護職員は常に身分証明書を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を

求められた場合はいつでも身分証を提示します。 

 

９．サービス内容等の記録作成・保存 

 〇事業者は、利用者に対してサービスを提供するごとに、当該サービスの提供日・内容及

び介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、記録媒体に記載します。 

〇事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結日から５年間保存します。 

〇利用者は、事業者に対し、いつでもサービス提供に関する記録の閲覧・謄写を求めるこ

とができます。ただし、謄写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求

できるものとします。 

 

１０．苦情、相談 

  事業者は、提供した訪問看護等に係る利用者及びその家族から苦情、相談を受け付ける為

の窓口を設置する。（下表に記す【苦情申立窓口】のとおり）また、解決に向けて調査を実

施し、改善の措置を講じて、利用者及びその家族に説明するものとする。 

【苦情申立窓口】 

仁徳会訪問看護ステーションのぞみ 

担当者  管理者 

 

住所：総社市駅前１丁目６－１ 

TEL：０８６６－９４－５７３３ 

受付時間：月曜日～金曜日（土、日、祝日 休み） 

    ８：３０～１７：００ 

総社市役所（長寿介護課）  

 

 

住所：総社市中央１丁目１番１号  

TEL：０８６６－９２－８３６９  

受付時間：月曜日～金曜日（土、日、祝日 休み） 

８：３０～１７：００ 

倉敷市役所（介護保険課）  

 

 

住所：倉敷市西中新田６４０番地  

TEL：０８６－４２６－３３４３  

受付時間：月曜日～金曜日（土、日、祝日 休み） 

     ８：３０～１７：００ 

岡山県国民健康保険団体連合会  

 

住所：岡山市北区桑田町１７番５号  

TEL：０８６－２２３－８８１１  

受付時間：月曜日～金曜日（土、日、祝日 休み） 

     ８：３０～１７：００ 

 

１１．緊急時対応方法 

訪問看護サービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた時は、速やかに主治医へ連絡



を行い、医師の指示に従います。主治医に連絡が取れない場合は、救急搬送等の必要な処

置を講じます。その他の緊急事態には関係者への連絡を致します。しかるべき処置をした

場合は、速やかに主治医に報告するものとします。 

 

１２．事故発生時の対応方法 

  利用者に対する訪問看護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村・利用者

の家族及び関連機関（サービス事業者・居宅介護支援事業所等）に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じます。 

 

１３．サービスの中止について 

本事業の地域特性による豪雨・降雪等の自然災害における通行規制や交通渋滞等で、当

日のサービス提供が困難な場合は、ご利用の中止をお願い致します。この場合はサービス

提供料の算定は致しません。 

 

１４．事業所一時閉鎖について 

  感染症・災害等の発生により事業所を一時的に閉鎖する場合、緊急的に別の訪問看護ス

テーションが対応し、訪問看護を提供致します。その際、該当ステーションへは守秘義務

を課し、必要な個人情報のみを提供致します。 

 

１５．非常災害対策 

  災害の状況によりできる限りの安全を確保の上、訪問を中断することがあります。地震

等の災害に備えて各自ですべきことや避難場所、連絡方法等を家族で相談しておいて下さ

い。災害の為の緊急依頼には対応致しかねますので、ご理解下さい。 

 

１６．秘密保持 

○事業者及び事業者の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する訪問看護サービ

スの提供に当たり知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を厳守致します。 

○事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密

をもらすことのないよう必要な措置を講じます。 

○事業者は、関係市町村に対し連携及び情報提供を致します。 

 

１７．虐待防止・身体拘束について 

当事業所は、指定訪問看護の提供中に看護職員等又は擁護者による虐待を受けたと思わ

れる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。また、利用者の人権擁護・

虐待の防止のため、以下の措置を講じます。 

〇虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員 

に周知徹底致します。 

〇虐待防止のための指針を整備し、従業員に対し定期的な研修を実施します。 

〇虐待防止に関する担当責任者を管理者とします。 

当事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

拘束を禁止します。また、身体拘束を行う場合には、その態様、時間、利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１８．業務継続計画の策定について 

 〇感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施



するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

 〇従業員に対し業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練を実施します。 

 〇定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更するものとします。 

 

１９．衛生管理について 

  当事業所は、従業員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行い、設備及び備品

等について衛生的な管理に努めるものとします。また、感染症の発生又はまん延防止のため、

以下の措置を講じます。 

〇感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

果について従業員に周知徹底します。 

〇感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、従業員に対し定期的な研修を実施

します。 

〇感染症の予防及びまん延防止に関する担当責任者を管理者とします。 

 

２０．ハラスメントについて 

  利用者やその家族からの迷惑行為及び暴力やハラスメント行為が発生した場合、契約

解除を含め必要な措置を講じるものとします。また、その対策として、以下の措置を講

じます。 

 〇訪問看護の提供を確保する観点から、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業

環境が害されることを防止するための指針を整備します。 

 〇カスタマーハラスメントを防止するための指針を整備します。 

 〇ハラスメントの内容及びハラスメント防止のための指針を明確化し、従業員に周知徹底

します。 

 〇ハラスメントに関する担当責任者を管理者とします。 

 

２１．利用料 

（１）介護保険 

利用者負担金は、法に基づく本人負担分を徴収とします。但し、介護保険法令に基づい

て、保険給付を償還払い（一旦あなたが利用料の全額を支払い、その後市町村から既定

分の払い戻しを受ける方法）をご希望の場合は、お申し出下さい。 

◎通常の場合 

実施区分 利用時間等 料 金 1 割負担の場合 

看護師が 

訪問する場合 

要
支
援 

20 分未満 3,030 円 303 円 

30 分未満 4,510 円 451 円 

30 分以上 1 時間未満 7,940 円 794 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 10,900 円 1,090 円 

要
介
護 

20 分未満 3,140 円 314 円 

30 分未満 4,710 円 471 円 

30 分以上 1 時間未満 8,230 円 823 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 11,280 円 1,128 円 

理学療法士等が

訪問する場合 

要
支
援 

 

1 回（20 分以上） 

（※6 回／週まで） 
2,840 円 284 円 



要
介
護 

 

1 回（20 分以上） 

（※6 回／週まで） 
2,940 円 294 円 

◎夜間・早朝の場合（午後６時～午後１０時・午前６時～午前８時） 

 100 分の 25 に相当する金額を通常料金に加算する 

◎深夜の場合（午後１０時～午前６時） 

 100 分の 50 に相当する金額を通常料金に加算する 

◎加算項目 

項   目 内 容 料 金 
1 割負担の

場合 

複数名訪問看護加算※１ 

（Ⅰ） 
30 分未満 2,540 円 254 円 

30 分以上 4,020 円 402 円 

（Ⅱ） 
30 分未満 2,010 円 201 円 

30 分以上 3,170 円 317 円 

緊急時訪問看護加算※２ 

（区分支給限度額外） 

（Ⅰ） 月 1 回 6,000 円 600 円 

（Ⅱ） 月 1 回 5,740 円 574 円 

特別管理加算※３ 

（区分支給限度額外） 

（Ⅰ） 月 1 回 5,000 円 500 円 

（Ⅱ） 月 1 回 2,500 円 250 円 

長時間訪問看護加算※４ 1 時間 30 分以上 3,000 円 300 円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算※５
（区分支給限度額外） 

（Ⅰ） 1 回につき 60 円 6 円 

（Ⅱ） 1 回につき 30 円 3 円 

看護・介護職員連携強化加算※６ 月 1 回 2,500 円 250 円 

初回加算※７ （Ⅰ） 
初回時 

3,500 円 350 円 

（Ⅱ） 3,000 円 300 円 

退院時共同指導加算 退院・退所につき 6,000 円 600 円 

ターミナルケア加算  25,000 円 2,500 円 

専門管理加算 月 1 回 2,500 円 250 円 

遠隔死亡診断補助加算  1,500 円 150 円 

口腔連携強化加算 1 回につき 500 円 50 円 

介護職員等処遇改善加算（区分支給限度額外） 1 月につき 所定単位×1.8％ 

※１ ①利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合 

   ②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

   ③その他利用者の状況から判断して、①または②に準ずると認められる場合 

   （Ⅰ）複数の看護師等との同時訪問 

   （Ⅱ）看護補助者との同時訪問 

※２ （Ⅰ）利用者又はその家族等に対して 24 時間連絡できる体制にあって、かつ、緊急時

訪問を必要に応じて行う体制である。また、緊急時訪問における看護業務の負担の軽減

に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われている場合 

   （Ⅱ）利用者又はその家族等に対して 24 時間連絡できる体制にあって、かつ、緊急時

訪問を必要に応じて行う体制にある場合 

※３ 特別な管理を必要とする利用者（次の状態にある方） 

   （Ⅰ）在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレもし

くは留置カテーテルを使用している状態 



   （Ⅱ）①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導

尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在

宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

      ②人工肛門、人工膀胱を設置している状態 

      ③真皮を越える褥瘡の状態 

      ④点滴注射を週 3 日以上行う必要があると認められる状態   

※４ 特別管理加算の対象者 

※５ 次の算定要件を満たす場合 

    ①研修の実施  ②会議の開催 ③健康診断等の定期的な実施 

 ④（Ⅰ）勤続 7 年以上の職員が 30％以上 

  （Ⅱ）勤続 3 年以上の職員が 30％以上 

※６ 特定行為業務を実施する介護職員等へ支援を行った場合 

※７ （Ⅰ）新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険

施設から退院又は退所した日に事業所の看護師が初回の訪問看護を行った場合 

   （Ⅱ）事業所において新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の訪問

看護を行った場合 

 

 

（２）医療保険 

利用者負担金は、法に基づく本人負担分を徴収とします。 

基本療養費 管理療養費 料金 1 割負担の場合 

週 3 日まで 5,550 円 
+月の初日 7,710 円 13,260 円 1,326 円 

+月の 2 日目以降 3,010 円 8,560 円 856 円 

週 4 日以降 

（看護師） 
6,550 円 +月の 2 日目以降 3,010 円 9,560 円 956 円 

週 4 日以降 

（理学療法士等） 
5,550 円 +月の 2 日目以降 3,010 円 8,560 円 856 円 

入院中の外泊 8,500 円  8,500 円 850 円 

 

◎加算項目 

項   目 内   容 料 金 
1 割負担

の場合 

難病等複数回訪問加算 

難病、急性増悪期、終末

期等に、訪問看護を行っ

た場合 

1 日に 2 回 4,500 円 450 円 

1 日に 3 回以上 8,000 円 800 円 

夜間・早朝訪問看護加算 
午後 6 時～午後 10 時・午前 6 時～午前 8

時 
2,100 円 210 円 

深夜訪問看護加算 午後 10 時～午前 6 時 4,200 円 420 円 

24 時間対応体制加算 

イ．24 時間対応体制における看護業務の負

担軽減の取組を行っている場合（月 1 回） 
6,800 円 680 円 

ロ．イ以外の場合（月 1 回） 6,520 円 652 円 

特別管理加算

※１ 

（Ⅰ） 月 1 回 5,000 円 500 円 

（Ⅱ） 月 1 回 2,500 円 250 円 



緊急訪問看護加算 
主治医の指示により緊

急訪問を行った場合 

イ．月 14 日目まで 2,650 円 265 円 

ロ．月 15 日目以降 2,000 円 200 円 

複数名訪問看護加算 

イ．看護職員+看護師（週 1 回） 4,500 円 450 円 

ロ．看護職員+准看護師（週 1 回） 3,800 円 380 円 

ハ．看護職員+看護補助者（週 3 回、二除く） 3,000 円 300 円 

二．看護職員+看護補助者 

（厚生労働大臣が定める

場合に限る） 

1 日に 1 回 3,000 円 300 円 

1 日に 2 回 6,000 円 600 円 

1 日に 3 回以上 10,000 円 1,000 円 

長時間訪問看護加算 90 分を越えた場合（週 1 日）※２ 5,200 円 520 円 

看護・介護職員連携強化

加算 

特定行為業務を実施する介護職員等へ支援

を行った場合（月 1 回） 
2,500 円 250 円 

退院時共同指導加算 退院・退所につき 1 回 8,000 円 800 円 

特別管理指導加算 特別管理加算の対象者は上記加算に加算 2,000 円 200 円 

退院支援指導加算 退院日の翌日以降の初日 6,000 円 600 円 

退院支援指導加算（長） 退院日の翌日以降の初日 8,400 円 840 円 

在宅患者緊急時等 

カンファレンス加算 

状態の急変に伴い、患者宅でのカンファレ

ンスに参加した場合（月 2 回） 
2,000 円 200 円 

乳幼児加算 

乳幼児（6 歳未満）1 日につき 1,400 円 140 円 

乳幼児（6 歳未満）1 日につき 

 ※厚生労働大臣が定める者に該当 
1,800 円 180 円 

在宅患者連携指導加算 

医療機関や保険薬局との文書による情報共

有と、それに伴う指導を行った場合 

（月 1 回） 

3,000 円 300 円 

訪問看護医療情報連携

加算 

保健医療機関等の関係職種が ICT を用いて

診療情報等を活用した上で、訪問看護の実

施に関する計画的な管理を行った場合 

（月 1 回） 

※在宅患者連携指導加算との算定不可 

1,000 円 100 円 

在宅患者緊急時等 

カンファレンス加算 

状態の急変に伴い、患者宅でのカンファレ

ンスに参加した場合（月 2 回） 
2,000 円 200 円 

訪問看護遠隔診療補助

料 

緊急に診療を要すると判断した主治医の指

示を受けて訪問し、情報通信機器を用いた

診療補助を行った場合 

（月 1 回） 

2,650 円 265 円 

遠隔死亡診断補助加算 
情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補

助を行った場合 
1,500 円 150 円 

訪問看護医療 DX 情報

活用加算 

電子資格確認により診療情報を取得した上

で計画的な管理を行った場合（月 1 回） 
50 円 5 円 

訪問看護物価対応料 

月の初日 

（1 日につき）  

R8.6～R9.5 60 円 6 円 

R9.6～ 120 円 12 円 

月の 2 日目以降 

（1 日につき）  

R8.6～R9.5 20 円 2 円 

R9.6～ 40 円 4 円 

訪問看護情報提供療養

費 

１．居住地の市町村に必要な情報を提供し

た場合（月 1 回） 
1,500 円 150 円 



２．保育所・幼稚園・小・中学校に必要な

情報を提供した場合（各年度 1 回） 

 ※入園もしくは入学又は転園もしくは転学等に

より保育所等に初めて在籍する事になる月

については、保育所等につき月 1 回 

３．保健医療機関等に入院・入所した場合 

  （月 1 回） 

ターミナルケア療養費  25,000 円 2,500 円 

※１ 特別な管理を必要とする利用者（次の状態にある方） 

（Ⅰ）在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレもし

くは留置カテーテルを使用している状態 

（Ⅱ）①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導

尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自

己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

      ②人工肛門、人工膀胱を設置している状態 

      ③真皮を越える褥瘡の状態 

      ④在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態    

※２ 厚生労働大臣が定める者（イ．15 歳未満の超重症児・準超重症児、ロ．15 歳未満の小

児であって、別表第八に掲げる者）に限り週 3 日 

 

◎訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） 

 項   目 料 金 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）R8.6～R9.5 1,830 円 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）R9.6～ 2,880 円 

      ※月 1 回算定 

◎訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ） 

算定結果 区   分 料 金 

0 を超える 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）1 30 円 

15 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）2 60 円 

25 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）3 90 円 

35 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）4 120 円 

45 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）5 150 円 

55 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）6 180 円 

65 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）7 210 円 

75 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）8 240 円 

85 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）9 270 円 

95 以上 訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）10 300 円 

※月 1回算定 

※毎年 3、6、9、12月に訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）の算定式により新たに算出

を行う 

 

 

 



（３）その他の利用料 

   実費での徴収とします。 

利用料の種類 利用料の算定基準 金額 

エンゼルケア 死後の処置 15,000円 

交通費（医療保険） 

1回訪問につき 

片道 ～5kmまで 100円 

片道 5km～10km 200円 

片道 10km以上 （5km毎に） ＋100円 

交通費（介護保険） 

1回訪問につき 
通常の事業の実施区域外から5km毎に ＋100円 

 

（４）支払方法（口座振替） 

当事業所は、あなたに対し翌月上旬までに、当月の利用料等の内訳を記載した利用料

明細書を作成、請求致します。翌々月27日にご指定の口座より引き落とされますので、

確認後、領収書をお渡しします。 

 


